
      

 

 

 

 

生徒が主体的に動いた学校行事 
 

 教務主任  

＜生徒総会＞ 

５月１５日（水）に生徒総会が実施されました。全校生徒がアリーナに集まる形式での生

徒総会でした。生徒会総務や専門委員長・学年生徒会が中心となって、議案書作成から事前

の学級討議等の準備を入念に行い、当日の司会進行等を見事にやり遂げることができました。

生徒からの質問・意見はもちろんのこと、生徒会総務や専門委員長、学年生徒会が活動報告

や活動計画を発表するときに、紙面に書いてあることをただ単に読むのではなく、自分たち

の言葉で伝えようとしている姿勢がうかがえて、とても素晴らしかったです。これまで、生

徒一人一人が、楽しく規律正しい学校生活を送ることができるようにと、生徒全員が関わる

形で、話し合って考えた様々な活動を行ってきました。さらに、今年度は、「学年の垣根を

越えた活動」をテーマとして、新たな活動にチャレンジしようとしています。学校生活にす

ぐに反映されるものばかりではないかもしれませんが、様々な工夫した活動が提案されて、

より充実した轟町中学校での生活になることを期待しています。 

 

＜体育祭＞ 

５月２２日（水）に体育祭を実施しました。当日は、天気にも恵まれ、体育祭日和でした。

少し気温が上がってきていたので、熱中症などを心配しましたが、幸い大きなケガや事故な

どなく、無事終えることができました。生徒たちは、短い練習期間ではありましたが、体育

祭実行委員を中心に、練習の成果を遺憾なく発揮してくれました。上記の生徒総会のところ

であげた、「学年の垣根を越えた活動」の第１弾として、今年度から、１年生から３年生ま

での全学年が参加する全校種目が始まりました。その全校種目である「台風の目」「長縄」

では、３年生が下級生を引っ張り活動している姿がとても印象的でした。ぜひ、轟町中学校

の新たな伝統として、毎年引き継いでいってほしいと思います。また、競技以外のところで

も、生徒たちが、競技や係の仕事（用具、得点、決勝審判、放送など）に熱心に、そして、

元気いっぱいに取り組んでいる姿を見ることができました。今回の体育祭で得たたくさんの

ことを今後の学校生活に活かしてくれることを確信しています。 最後に、平日の開催にも

関わらず、体育祭運営に協力いただいた PTA の方々、お越しいただいた多くの保護者のみ

なさま、本当にありがとうございました。 
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〇生徒総会 ＜学年の垣根を超えた学校を目指し、生徒会活動を通して生徒同士を繋ごう＞ 

〇体育祭 ＜ＲＩＳＥ ＡＳ ＯＮＥ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月行事予定＞ 
日 曜 行 事 予 定 日 曜 行 事 予 定 

1 土  16 日  

2 日 青少年育成委員会総会 17 月 職員会議 

3 月  18 火 市教研（国語会場） 

4 火 第 1回定期テスト 19 水 三者面談① 1 年口腔衛生 2 年出前授業 

5 水 1年内科検診 3年実力テスト 20 木 三者面談② 

6 木  21 金 三者面談③ ＰＴＡ理事会②(書面) 

7 金 評議会 22 土  

8 土  23 日 避難所運営委員会 

9 日  24 月 三者面談④ 

10 月 教育実習開始 水泳学習開始 25 火 三者面談⑤ 

11 火 総体顧問会議 26 水 Ｅ組・3年内科検診 2年出前授業 

12 水 2年救急救命講習 27 木 卒業ｱﾙﾊﾞﾑ部活動写真(27・28日) 

13 木 げんき交流会 28 金 集団下校のためのｸﾞﾙｰﾌﾟ作り 

14 金 学校評議員会 専門委員会 29 土  

15 土  30 日  

※給食費及び学校徴収金の口座振替日のお知らせ 
6月25日(火)は、第1期給食費（4月・5月分）と学校徴収金の一括口座振替日です。納入額決定通

知書（6月中旬配布）と学校徴収金のお知らせを確認のうえ、前日までに必要な金額を登録口座に
ご用意ください。引き落としができない場合は、7月16日（火）に再振替を行います。再振替でも
引き落としができない場合は、給食費は納付書、学校徴収金は振込依頼書による金融機関等でのお
支払いとなりますのでご注意ください。学校徴収金は振込手数料が必要となります。 

（学校給食費に関するお問い合わせ 市保健体育課 電話 ２４５－５９０９） 
（学校徴収金に関するお問い合わせ 轟町中学校  電話 ２５１－４３０５） 


